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 （仮称）せんだいこども若者プラン2025は、今を生きるこどもたちの幸せと、

こどもたちが生きる未来の幸せを目指し、次の二つの考え方でまちづくりを進め

る計画です。 

  ひとつは、こども・若者を中心に据えたまちづくりです。こどもの権利を守り、

こどもたちの身近な生活のことや将来のことについて、こどもの意見を尊重し、 

また参画の機会を持ちながら、豊かな学びや体験を通して、こどもたちが自己肯

定感や社会への関心・参画意欲を高めながら成長し、自分らしく幸せに生きられる

環境づくりに取り組みます。 

 もうひとつは、子育てが楽しいまち・仙台の実現です。子育ての 

不安や負担の軽減など、ニーズに応じた切れ目のない支援の充実 

を図るとともに、子育ての大変さを地域社会全体で受け止め、 

子育てを応援する気運をつくり、こどもの成長の喜びを家庭と 

地域でともに実感できるまちづくりを目指します。 

  

  

中間案 （概要版） 

令 和 ６ 年 １１ 月 

仙 台 市 

                

（仮称） 

2025  せんだいこども若者プラン 

資料５-２ 
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１．計画策定の概要 

  第 １ 章 計画の基本 

本計画は、各法にもとづく市町村のこども計画、子ども・若者計画、行動計画、子ども・子育て支援事業

計画を一体的に策定するものです。仙台市基本計画を上位計画として、関連する他の計画との整合を

図りながら、こども・若者、子育て家庭の支援に関わる事業に体系的に取り組みます。 

仙台市基本計画 

せんだいこども若者プラン2025 

市町村こども計画      【こども基本法】 教育構想 2021 

男女共同参画プラン 

経済 COMPASS 

障害者保健福祉計画 

支えあいのまち推進プラン 

いきいき市民健康プラン 

その他関連計画 

市町村行動計画        【次世代育成支援対策推進法】 

市町村子ども・若者計画【子ども・若者育成支援推進法】 

市町村子ども・子育て支援事業計画 
【子ども・子育て支援法】 

※  児童福祉法に基づく市町村整備計画、 

成育基本法に基づく成育医療等基本方針を 

踏まえた成育医療等に関する計画（母子保健 

に関する事項）の内容を含む 

つなぐ・つながる仙台子ども生活応援プラン 

仙台市社会的養育推進計画 

▶ 計画の期間  2025(令和 7）年度～2029（令和 11）年度の 5年間 

若い世代が生活基盤を築きながら、結婚や出産、子育ての希望を実現できる環境をつくる。 

多様な価値観を尊重し、すべてのこどもや若者、子育て家庭が、自分らしい暮らしを実現できる 

取り組みを進める。 

こどもの権利を保障し、意見を尊重しながら最善の利益を図ることで、こどもが幸せに成長できる社会 

（こどもまんなか社会）を目指す。 

  こども基本法・こども大綱の理念 

  
２．新たに踏まえる視点 

  少子化の課題への対応 

  ダイバーシティ 

  SDGｓ 

SDGｓの「誰一人取り残さない」の理念に則り、関連する 10の目標に係る施策を推進する。 

新 
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  第 ２ 章 現状と課題  

123,197 

120,303 

117,171 

114,032 

110,389 

106,622 

102,893 

43,708 
40,197 36,677 33,806 

52,586 50,150 47,019 43,296 

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000 (人） 年少人口（0～14 歳） 

小学生（6～11 歳） 

R6   R7   R8   R9   R10  R11   R12 

就学前児童（0～5 歳） 

1. 年少人口（0～14 歳）推計 こども若者局推計 

H25 9,706 人 → R5  6,617 人
(▲31.8%) 

2. 出生数の推移 

R2 91 人 R3 44 人 R4～R6 0 人 

5. 待機児童（保育） 

R2  13,185 人 → R6 15,024 人 

6.  

１．各種統計・アンケート調査  

4. 育児休業取得状況 
R5 年度保護者アンケート（市） 

就学前児童の保護者 

H25 44.1％   → R5 66.5％ 

R5 年度保護者アンケート（市） 

3. 共働き世帯の割合 

就学前児童の保護者 

(n=6,371) 

31.5%

1.1%

55.8%

14.1%

10.6%

80.9%

2.1%

4.0%

母

親

父

親

働いていなかった 取得した（取得中） 取得していない 無回答

(n=3,780) 

(n=3,641) 

7. 子育ての悩み、負担 

(就学前児童の保護者) 

 ①出費がかさむ(45.2%)  

 ②食事や栄養(40.9%)  

 ③教育に関すること(36.5%)  

(小学生の保護者) 

 ①出費がかさむ(42.9%)   

 ②教育に関すること(41.5%) 

 ③こどもの情緒や行動に関すること(29.2%)    

R5 年度保護者アンケート（市） 
(就学前児童の保護者) 

 ①子連れでも出かけやすく楽しめる場所の充実  

 ②認可保育所や幼稚園等に係る費用負担の軽減 

 ③残業時間短縮や休暇取得促進など企業への働 

きかけ  

(小学生の保護者） 

 ①こどもの医療費負担の軽減 

 ②いじめ防止の取り組み強化 

 ③虐待問題など、こどもの人権に対する取り組

み強化  

R5 年度保護者アンケート（市） 
8. 「今後注力すべき」と考える本市の施策 

(n=3,788) 

(n=2,943) 

(n=3,788) 

(n=2,943) 
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62.1

49.7

44.1

39.1

18.0

17.4

16.8

金銭的な負担が大きいと思うから 

肉体的・心理的な負担が大きいと 
思うから 

妊娠・出産・子育てに不安が 
あるから 

自分の自由な時間を大切にしたい 
と思うから 

子育てに関する社会環境や制度が 
不十分だと思うから 

女性に負担が偏ると思うから 

こどもが好きではないから 

「こども・若者会議」での 

意見等把握 

子育て支援団体等 

ヒアリング 

こども・若者アンケート 

子ども・子育て会議委員 

グループインタビュー 

調査分析・重点戦略検討チーム 

２．現状と課題把握の取り組み 

未就学児童の保護者 9,000人 

小学生の保護者   7,200人 

委員それぞれの活動や研究

等を踏まえた意見交換 

市内３館、主に 10 歳未満児童

（手法の確認、意見把握） 

若者ヒアリング 

保護者アンケート 

児童館ヒアリング 

活動４団体 

若者支援2事業の利用者 

10 歳から 17 歳 8,000人 

18 歳から 39歳 6,000人 

市内で活動するこども・若者 

及び子育て支援関係 11団体 

仙台こども財団で実施。小４か

ら高２（手法、効果の確認等） 

子ども・子育て会議学識経験者委員による各種 

調査等の分析と取り組みの方向性の検討 

新 新 

新 新 

新 

新 

（％） 

「楽しいと感じることが多い」47.4％ 

「どちらかといえば楽しいと 

感じることが多い」40.9% 

Ｑ.「自分のことは好き」 

 

  (１番目に重要なこと) 

   ①子育ての環境が整っていること（34.6%） 

②就職先の選択肢が豊富であること（17.2%）  

   ③住宅費用が手ごろであること（14.2%） 

（２番目に重要なこと） 

①交通機関が便利であること（17.8%） 

②住宅費用が手ごろであること（16.5%） 

③商業施設が充実していること（14.2%） 

R5 年度こどもアンケート（市） 
9. 幸福度 R5 年度こどもアンケート（市） 10. 居場所の数と自己肯定感 

12. 子育てしたくない理由 
R5 年度若者アンケート（市） R5 年度若者アンケート（市） 

13. 仙台市に住み続けるために重要なこと 

22.3 

26.5 

29.0 

27.3 

38.8 

35.7 

36.5 

33.6 

36.8 

34.8 

21.8 

21.6 

20.8 

21.2 

16.3 

12.0 

9.8 

9.4 

8.7 

7.5 

7.0 

4.8 

6.3 

5.2 

2.6 

1.2 

0.9 

1.0 

0.9 

0.0 

１つ

２つ

３つ

４つ

５つ以上

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も 

い
え
な
い 

あ
ま
り 

そ
う
思
わ
な
い 

そ
う
思
わ
な
い 

無
回
答 

１つ 

２つ 

３つ 

４つ 

５つ 
以上 

11. 結婚意識 R5 年度若者アンケート（市） 

(n=2,099) 

(n=635) 

(n=161) (n=1,384) 
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(1)こども・若者の権利の保障と意見の尊重 

○こどもの権利の理解浸透 こどもの権利を守り、こどもの最善の利益を図るには、こども本人そして

周囲の大人がこどもの権利を深く理解することが大切。 

○権利侵害への対応 虐待やいじめなど権利が侵害されている状態のこどもを早期に発見し、守るこ

とが重要である。 
○意見聴取方法の工夫 こどもに関する施策については、当事者であるこども本人の意見が尊重され

なければならない。また、置かれた状況や発達の程度などに応じた意見聴取等の工夫が必要。 

４．基本的な課題  

３．調査分析・重点戦略検討チームの検討結果（今後、力を入れるべき取り組みの方向性） 

こどもを中心に据えた社会の実現に向けて  

誰でも安心して利用できる 

居場所があり、気軽に相談

することができる環境づくり 

多様な学びや体験の機会の

充実と、こども・若者の挑戦

を見守り支える社会づくり 

意見を尊重し、 

社会への関心と参画意欲を

高める機会づくり 

若い世代が自分らしく生きられる希望の実現に向けて  

若者に選ばれる都市の魅力

創出と、こども・若者が活躍

できる環境づくり 

ライフプランを描き、仕事と

家庭、個人としての楽しみを

両立できる環境づくり 

切れ目のない支援と、こども

や子育てを社会全体で支

え、応援していく気運の醸成 

(2)こども・若者のすこやかな成長と安全・安心な環境の確保 

○学びや遊び、体験機会の確保 家庭や生活環境による体験格差解消の取り組みが求められる。さ

らに、こどもたちの社会への関心や参画意欲を高めていくことも必要。 

○個別のニーズに応じた支援 病気や障害、貧困、保護者の就労状況などによる様々なニーズに対

して、安心して子育てができるよう、きめ細かな対応が求められる。 

○多様な居場所や相談先 身近で開かれた居場所と、多様な選択肢の中から居たいと思える場所が

あることが重要。そうした場所で気負わず相談できることが望まれる。 

(4)地域との協働・子育て応援の気運醸成 

○職場と家庭におけるジェンダーギャップ解消 子育ての負担は依然として女性に偏重しており、男

性の家事・育児スキルの向上や、男女ともに仕事と子育てを両立できる職場環境づくりが必要。 
○地域の子育て支援の充実 共働き・共育てを支えるために、保育所や幼稚園、放課後児童クラブなど

の地域の子育て支援の充実を図っていくことが求められる。 
○地域全体で子育てを応援する気運の醸成 周囲が子育ての大変さを理解し、地域社会全体でこど

もと子育て家庭を見守り、支えることで、地域と家庭がこどもの成長を喜び合える取り組みが大切。

帯の割合は５年前に比べ一層増加しています。しかし、子育ての負担は依然として女性側に

偏っている現状が伺えます。家庭だけでなく、企業におけるジェンダーギャップを解消し、男

性が育児休業や育児時間を取りやすい職場環境づくりを働きかける必要があります。さら

(3)ライフステージに応じた切れ目のない支援 

○若い世代が将来に希望の持てる環境づくり 魅力ある働く場があり、仕事と家庭、個人としての楽

しみ・生きがいの調和など、自分らしい暮らしの実現へ希望の持てる環境づくりが大切。 
○経済的負担軽減 子育てに係る心身・経済的負担軽減は、育児の安心やこども成長環境にも重要。 
○様々な背景によるニーズへの対応 ひとり親や貧困、障害、外国ルーツなど、様々な背景のある家

庭のニーズに対応していく包括的な取り組みが求められる。 
○情報発信とつながる仕組み 子育ての孤立・孤独防止へ、必要な情報を届け、つながることが必要。
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  第 ３ 章 基本理念・基本的な視点等 

こども・若者が自分らしく幸せに生きられるまち  

みんなで支える子育てが楽しいまち  

仙台 

■ 基本理念 

■ 基本的な視点 

こども・若者の最善の 

利益の実現に向けた 

施策の推進 

１ 

★すべての取り組みの前提  

こども・若者の成長を 

支える取り組みの充実と 

安全・安心な環境の確保 

２ 

自分らしい暮らしの実現と

ライフステージに応じた 

切れ目のない支援の充実 

３ 

地域社会全体で 

こどもの育ちと子育てを 

応援していく環境づくり 
４ 

(1) 権利を守る取り組みの推進 

(2) 意見尊重と、主体的な社会参画に向けた取り組み 

（１） 若者が活躍できる環境と希望の実現に向けた 

取り組みの充実 

(2) 子育ての安全・安心と負担軽減の取り組み 

(3) 個別のニーズに応じたこども・子育て家庭への 

支援の充実 

(1) 男女がともに担う子育ての推進 

(2) 地域の子育て支援機能の充実と多様な担い手 

との連携推進 

(3) 地域をあげてこども・子育てを応援していく 

気運の醸成 

(1) 可能性を広げる教育と体験の場の充実 

(2) 安心して成長できる環境づくり 

(3) 自分らしくいられる居場所づくり 
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  第 ４ 章 施策の展開 ―計画の体系― 

○ こどもや若者がその権利を保障され、夢や希望を持ちながら自分らしく生きることを選択し、 

幸せに生きられるまちづくりを目指します。 

〇 子育ての不安や負担の軽減など、切れ目のない支援の充実に取り組むとともに、地域社会全体で子育て

を応援する気運の醸成を図り、子育ての楽しさや幸せ、そして地域のこどもたちの成長の喜びを実感でき

るまちづくりを目指します。 

■ 基本施策 

① こども・若者の権利に関する周知啓発 

② 困難な状況にあるこどもを守る対策の推進 

① こども・若者が自分の意見を表明し、主体的に社会参画できる環境づくり 

② こども・若者の意見を施策に活かす取り組みの推進 

① 幼児教育の充実   ② 豊かな心と体の育成  ③ 確かな学力の育成 

④ 多様な体験・学習機会の充実  ⑤ 遊びの環境の充実 

① 教育・保育基盤の整備  ② 教育・保育の質の確保・向上  ③ 安全・安心な環境の確保   

④ 児童虐待防止対策・社会的養育の推進  ⑤ いじめ防止等対策の推進 

① こども・若者の居場所づくり、多様な交流の場の創出 

② 不登校・ひきこもり等への支援の充実 

① ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた家庭・企業等における取り組みの推進 

② 仕事と家庭におけるジェンダー平等の推進 

① 多様な担い手における子育て支援ネットワークの強化  

② こどもの育ちと子育て家庭を支える人材の育成  ③ 身近な地域の子育て支援施設等の充実 

① こども・子育てを応援していく全市的な気運の醸成  

② こども・子育て応援に関する地域社会への発信 

① こども・若者が望むライフプランを支える取り組みの推進  ② 若者が活躍できる環境づくり 

③ 社会性の向上や就労等に向けた支援の充実 

① 母子保健の充実  ② 小児医療の確保、学校保健の充実   ③ 子育てに関する不安・負担の軽減 

④ 子育てに関する経済的負担の軽減  ⑤ 子育てに関する情報提供・相談支援の充実 

① 多様な保育サービス等の充実  ② こどもの貧困対策の推進  ③ ひとり親家庭への支援の充実 

④ 障害のあるこどもなどへの支援の充実 
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視点 

-(体系) 
施策の方向性にかかる数値目標 現状値 目標値 

全体 
・楽しいと感じることの多いこどもの割合 

・現在の生活に満足している若者の割合 

こども 88.3% 

若者 69.6% 

93.0% 

75.0% 

全体 「自分が好き」だと思うこども・若者の割合 
こども 61.5% 

若者 52.8% 

75.0% 

70.0% 

1-(1) こどもの権利条約（4 つの権利）について、内容を知っている市民の割合 
こども- 

大人- 

50.0% 

50.0% 

1-(2) 

全 体 
「こども政策に関して自身の意見を聴いてもらえている」と思うこども・若者の割合 - 70.0% 

2-(1) 
興味や関心のあることについて、学ぶことや体験することができる機会があると 

感じているこどもの割合 
- ８０.０％ 

2-(2) 「こどもたちが安心して成長できる環境である」と思う市民の割合 40.0％ 50.0% 

2-(3) 居心地のいい居場所が複数あるこどもの割合 41.5% 60.0% 

3-(1) 「自分の将来について明るい希望がある」と思うこども・若者の割合 - 80.0% 

3-(2) 
「子育てについて相談したり、子育てに関する情報を得たりできる機会が保たれてい

る」と思う市民の割合 
59.8％ 70.0% 

3-(3) 
「家庭環境の問題や障害などにより、個別の配慮を必要とするこどもや子育て家庭

が、必要な支援を受けられている」と思う市民の割合 
29.4％ 50.0% 

4-(1) 
男性が育児休業を取得しやすい職場環境づくりが進んでいる企業の割合（市内企業

の男性育休取得率） 
47.8％ 7９.０% 

4-(2) 
「地域の子育て支援団体や子育て支援施設が提供するサービスの利用がしやすい」と

思う市民の割合 
41.2％ 50.0% 

4-(3) 
「仙台市では、地域の人や企業などが、こども・子育て家庭にやさしく、まち全体で子

育てを応援してくれていると思う」市民の割合 
33.8％ 50.0% 

  第 ４ 章 施策の展開 ―数値目標― 

  第 ５ 章 教育・保育等の量の見込みと確保方策 

  第 ６ 章 計画の推進・評価 

〇本計画は、子ども・子育て支援法の規定に基づき設置された合議制の機関である「仙台市子ども・子育て会議」

において、計画の進捗状況の点検や評価を実施し、毎年その結果を公表します。 

〇本計画の理念の実現に向けては、仙台市子ども若者応援推進本部会議により、教育局や経済局等の関係部局

と連携を密にし、幅広い分野の施策を総合的に展開します。また、仙台こども財団と緊密に連携し、関係機関団

体等と連携・協力して、こども・子育て応援の気運醸成を図りながら計画を推進します。 

本計画では、進捗状況を客観的かつ具体的に把握するため、数値目標を設定します。計画全体及び施策の

方向性は取り組みの効果を見るため、アウトカム指標としています。 

仙台市こども若者局こども家庭部総務課 

仙台市青葉区上杉一丁目 5 番 12 号 

幼稚園や保育園、認定こども園等の「教育・保育」、すべてのこども・子育て家庭を対象とした「地域子ども・子

育て支援事業」について、需要である「量の見込み」と、それに対する供給である「確保方策」を定め、年次ごとの

施設・事業の目標量に基づき、計画的な整備・体制確保を図ります。 


